
別表第４(第１０条関係) 
特定生活関連施設 区分 項目 

別表第１の１の部(１)の項に掲げる

もの 
  別表第２の１の部(１)の項から(２

１)の項までに掲げる項目 
別表第１の１の部(２)の項に掲げる

もの 
  別表第２の１の部(１)の項から(１

８)の項まで、(２０)の項及び(２１)

の項に掲げる項目 
別表第１の１の部(３)の項に掲げる

もの 
  別表第２の１の部(１)の項から(２

２)の項までに掲げる項目 
別表第１の１の部(４)の項に掲げる

もの 
  別表第２の１の部(１)の項から(６)

の項まで及び(９)の項から(１８)の

項までに掲げる項目(工場等につい

ては、(６)の項及び(９)の項に掲げる

項目を除く。) 
別表第１の１の部(５)の項に掲げる

もの 
  別表第２の１の部(１)の項から(６)

の項まで及び(９)の項から(１８)の

項までに掲げる項目(共同住宅につ

いては、(５)の項及び(六)の項に掲げ

る項目を除く。) 
１日当たりの平均乗降客数が２，０

００人未満のもの 
別表第２の１の部(１)の項から(５)

の項まで、(８)の項及び(１０)の項か

ら(２１)の項までに掲げる項目 
１日当たりの平均乗降客数が２，０

００人以上５，０００人満のもの 
別表第２の１の部(１)の項から(８)

の項まで及び(１０)の項から(２１)

の項までに掲げる項目 

別表第１の１の部(６)の項に掲げる

もの 

１日当たりの平均乗降客数が５，０

００人以上のもの 
別表第２の１の部(１)の項から(２

１)の項までに掲げる項目 
別表第１の１の部(７)の項に掲げる

もの 
  別表第２の１の部(１)の項から(６)

の項まで及び(９)の項から(１８)の

項までに掲げる項目 

 
備考 この表の上欄に掲げるものは、それぞれこの表の下欄に掲げる項目について整備

基準の適用のあるものに限る。 
 
 
 


